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北海道告示第４６４号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該
牛の所有者に対し、当該牛について、牛のヨーネ病の予防のための検査を受けることを命ず
る。
平成２１年６月２３日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 実 施 の 目 的
牛のヨーネ病の発生予防のため

２ 実施する区域の市町村名及び実施の期日
実施する区域の 実 施 の 期 日
市町村名 （当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）
音 更 町 平成２１年８月３日から１２月１８日まで

３ 実施の対象となる家畜の種類及び範囲

実施する区域内で繁殖の用に供する肉用雌牛。ただし、生後２４か月未満のもの及び家畜
伝染病予防法に基づく当該疾病のまん延防止対策を講じている農場に飼養されているもの
を除く。
４ 実 施 の 方 法
� 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。
� 検査は、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）第９条に定める方法
による。

北海道告示第４６５号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該
そ

みつばちの所有者に対し、当該みつばちについて、腐蛆病の予防のための検査を受けること
を命ずる。
平成２１年６月２３日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 実 施 の 目 的

そ

腐蛆病の発生予防のため
２ 実施する区域の市町村名及び実施の期日
実施する区域の 実 施 の 期 日
市町村名 （当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）
札 幌 市 平成２１年８月１２日から９月１１日まで

江 別 市 同

千 歳 市 同

恵 庭 市 同

北 広 島 市 同

石 狩 市 同

当 別 町 同

新 篠 津 村 同

松 前 町 平成２１年８月３日から９月１８日まで

福 島 町 同

知 内 町 同

木 古 内 町 同

北 斗 市 同

七 飯 町 同

鹿 部 町 同

森 町 同
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八 雲 町 平成２１年８月３日から９月１８日まで
長 万 部 町 同
函 館 市 同
せ た な 町 平成２１年８月３日から９月３０日まで
今 金 町 同
島 牧 村 平成２１年８月１０日から９月１８日まで
寿 都 町 同
蘭 越 町 同
ニ セ コ 町 同
喜 茂 別 町 同
泊 村 同
倶 知 安 町 同
余 市 町 同
小 � 市 同
岩 見 沢 市 平成２１年８月１７日から９月１８日まで
南 幌 町 同
由 仁 町 同
長 沼 町 同
栗 山 町 同
月 形 町 同
三 笠 市 同
夕 張 市 同
美 唄 市 同
奈 井 江 町 同
浦 臼 町 同
新 十 津 川 町 同
滝 川 市 同
赤 平 市 同
砂 川 市 同
� 別 市 同
上 砂 川 町 同
歌 志 内 市 同
妹 背 牛 町 同
秩 父 別 町 同
雨 竜 町 同

北 竜 町 同
沼 田 町 同
幌 加 内 町 同
深 川 市 同
旭 川 市 平成２１年８月３日から９月１８日まで
鷹 栖 町 同
東 神 楽 町 同
当 麻 町 同
比 布 町 同
愛 別 町 同
上 川 町 同
東 川 町 同
美 瑛 町 同
士 別 市 同
名 寄 市 同
和 寒 町 同
剣 淵 町 同
下 川 町 同
美 深 町 同
音 威 子 府 村 同
中 川 町 同
富 良 野 市 同
上 富 良 野 町 同
中 富 良 野 町 同
南 富 良 野 町 同
占 冠 村 同
増 毛 町 平成２１年８月１７日から９月１８日まで
苫 前 町 同
羽 幌 町 同
遠 別 町 同
幌 延 町 同
稚 内 市 平成２１年８月３日から９月１８日まで
猿 払 村 同
浜 頓 別 町 同
中 頓 別 町 同
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枝 幸 町 平成２１年８月３日から９月１８日まで
豊 富 町 同
美 幌 町 平成２１年８月３日から９月１１日まで
津 別 町 同
斜 里 町 同
清 里 町 同
小 清 水 町 同
訓 子 府 町 同
置 戸 町 同
佐 呂 間 町 同
遠 軽 町 同
上 湧 別 町 同
湧 別 町 同
滝 上 町 同
興 部 町 同
西 興 部 村 同
雄 武 町 同
北 見 市 同
網 走 市 同
紋 別 市 同
大 空 町 同
豊 浦 町 平成２１年７月１３日から９月１８日まで
洞 爺 湖 町 同
壮 瞥 町 同
安 平 町 同
厚 真 町 同
む か わ 町 同
伊 達 市 同
登 別 市 同
苫 小 牧 市 同
日 高 町 平成２１年８月１０日から９月４日まで
平 取 町 同
新 冠 町 同
浦 河 町 同
様 似 町 同

新 ひ だ か 町 同
音 更 町 平成２１年８月１０日から９月１８日まで
士 幌 町 同
上 士 幌 町 同
鹿 追 町 同
新 得 町 同
清 水 町 同
中 札 内 村 同
芽 室 町 同
更 別 村 同
大 樹 町 同
広 尾 町 同
幕 別 町 同
池 田 町 同
豊 頃 町 同
本 別 町 同
足 寄 町 同
陸 別 町 同
浦 幌 町 同
帯 広 市 同
釧 路 町 平成２１年８月１０日から９月１８日まで
厚 岸 町 同
浜 中 町 同
標 茶 町 同
弟 子 屈 町 同
鶴 居 村 同
白 糠 町 同
釧 路 市 同
根 室 市 平成２１年８月３日から９月１８日まで
別 海 町 同
中 標 津 町 同
標 津 町 同
羅 臼 町 同

３ 実施の対象となる家畜の種類及び範囲
実施する区域内で定飼及び転飼されている全蜂群
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４ 実 施 の 方 法
� 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。
� 検査は、「病性鑑定指針」の制定について（平成１０年１０月２２日１０畜Ａ第１９３７号農林水
産省畜産局長通知）の方法による。

北海道告示第４６６号

次のとおり道営土地改良事業の工事を完了したので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５
号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。
平成２１年６月２３日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 完了年月日
渡 島 大 野 地域水田農業支援緊急整備［緊急整備型］（暗きょ、区画整理） 平成２０．５．１４
同 同 （農業用用排水） 同 ２０．２．１９
砂 原 中 央 一般農道整備［半島基幹］ 同 ２０．９．１８
熊 石 同 同 ２０．９．３０
斜 里 越 川 畑地帯総合整備［担い手支援型］（暗きょ排水、土層改良） 同 ２０．１１．２８
同 同 （区画整理） 同 １９．１１．３０
津別西部第２ 同 （農業用用排水） 同 １９．１１．１６
同 同 （暗きょ） 同 １９．１１．３０
同 同 （土層改良） 同 ２０．４．３０
柏 丘 農免農道整備 同 ２０．９．１９
高 園 一般農道整備（畑地帯農道網） 同 ２０．１１．２７

北海道告示第４６７号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成２１年６月２３日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量
さけ稚魚 １６０，０５０，０００尾

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成２１年３月２日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
� 氏 名 社団法人北海道さけ・ます増殖事業協会
� 住 所 札幌市中央区北３条西７丁目
４ 随意契約に係る契約金額

１３５，９５４，４７２円
５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

３７２号）第１０条第１項第２号の規定による。
７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道水産林務部水産局漁業管理課
� 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第４６８号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成２１年６月２３日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 保安林の所在場所 稚内市宗 谷 岬７２の１・７２の３・７２の５・７２の６・２３７の３

（以上５筆について次の図に示す部分に限る。）
� 指 定 の 目 的 なだれの危険の防止
	 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法

 主伐に係る立木の伐採を禁止する。
� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所 稚内市大字宗谷村字増幌７４３の２・７４４・７５３の１（以上３筆
について次の図に示す部分に限る。）、７４３の３、７５３の３

� 指 定 の 目 的 魚つき
	 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法

 主伐に係る伐採種は、定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道宗谷支庁産
業振興部林務課及び稚内市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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北海道告示第４６９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２１年６月２３日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

小�市（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道後志支庁産
業振興部林務課及び小�市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４７０号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成２１年６月２３日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

利尻郡利尻富士町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐に係る立木の伐採を禁止する。
イ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道宗谷支庁産
業振興部林務課及び利尻富士町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４７１号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定により、次のとおり都市計画事
業を認可した。
平成２１年６月２３日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 施 行 者 の 名 称 稚内市
２ 都市計画事業の種類及び名称 稚内都市計画道路事業（３・５・１３号北浜通）
３ 事 業 施 行 期 間 平成２１年６月２３日から平成２４年３月３１日まで
４ 事 業 地
収 用 の 部 分 稚内市中央２丁目地内

公 告

地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第２２条第３項及び同法施行規程第６７条
の２の規定により、北海道市町村職員共済組合及び北海道都市職員共済組合から、平成２０年
度の決算について登載依頼があった。
平成２１年６月２３日

北海道知事 高 橋 はるみ
北 海 道 市 町 村 職 員 共 済 組 合 公 告

北海道市町村職員共済組合定款第５条の規定に基づき、平成２０年度決算の要旨を公告する。
平成２１年６月１０日

北海道市町村職員共済組合理事長 脇 本 哲 也
１ 組合に属する地方公共団体等

市 町 村 一部事務組合等 合 計

２２ １３０ １５ １０９ ２７６

２ 組合員数及び給料月額は、次のとおりである。

組 合 員 の 種 別 一般組合員（一般職） 一般組合員（特別職） 市町村長組合員 特定消防組合員 市町村長長期組合員 継続長期組合員 任意継続組合員 合 計

組 合 員 数（人） ３３，９０２ １，１１２ １６３ ４，９０６ ４ ２ １，１９６ ４１，２８５
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給 料 月 額（百万円）：長期 １１，１９１ ４１１ ９８ １，５１８ ２ １ － １３，２２１

〃 ：短期 １１，３４７ ４１４ １１３ １，５１８ ２ － ３５１ １３，７４５

一人当たり給料月額（円）：長期 ３３１，３８２ ３７０，４０７ ６０６，４２０ ３０９，５５８ ６１９，３５０ ３７８，６５０ － ３２９，８６１

〃 ：短期 ３３５，９１２ ３７２，６６５ ６９３，７０６ ３０９，５５８ ６８１，９７５ － ２９３，８４２ ３３３，００８

３ 組合職員の数は、次のとおりである。
（単位：人）

経 理 単 位 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 物 資 計

人 員 ３２ ６ ２６ ７ ２ ４ ７７

４ 各経理単位別収支状況は、次のとおりである。
� 損益計算書の要旨

（単位：千円）

区 分 短 期 長 期 預託金管理 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 物 資

（収 入）

負 担 金 １２，２２０，３５５ ３１，６７９，１６５ ５３０，９３４ ６０５，３０５

掛 金 １１，２７５，２０５ １８，７５９，４１５ ５９６，５６９

施設収入・商品売上 １，９８０，１３６ ４１６，７４７

基 礎 年 金 交 付 金

利 息 及 び 配 当 金 ９，２２２ １，０９２，３７６ １０，１８３ ６，６９１ １８，８８７ １，０２８，３３４ １３７ １３

そ の 他 収 入 ２，４８４，６４４ ２５，２４１ ８８，１８４ １２，７６１ ９３３，９５１ ６３，７１７

他 経 理 か ら 繰 入 金 ６２，９１３ ４２２，７２６

前 年 度 支 払 準 備 金 １，９５１，５２１

前年度繰越長期給付積立金

前 期 損 益 修 正 益 １２３ ６７８

計 ２７，９４０，９４６ ５０，４３８，５８０ １，０９２，３７６ ６０４，０３０ １，２３３，８０７ ２，５１０，０５６ １，０４１，７７３ ９３４，０８９ ４８０，４７７

（支 出）

給 付 金 １２，０３６，１６９

役 職 員 給 与 ３０２，９９１ ３９，８３８ ３７９，３９９ ５７，０９６ １６，７７２ ４１，８３９

旅 費 ・ 事 務 費 ３６，８５２ ６，２００ ６，０５７ １６，５４６ ４，１４９ ５，４４８

商 品 仕 入 ６６，４５０ ４１６，７４７
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飲 食 材 料 費 ２６３，４５２

委 託 費 ４１，２２３ １８，７００ ２００，０５６ ６４８ ５，２４４ ８３０

支 払 利 息 １，０９２，３４７ ５，２４１ ４８２，５２７ ７６２，２４６ ９９

連 合 会 払 込 金 ３４４，４３１ ８２，１９２

老 人 保 健 拠 出 金 ４３４，６２１

退 職 者 給 付 拠 出 金 １，５４７，７９４

基礎年金拠出金負担金

他 経 理 よ り 繰 入 金 ６２，９１３ ４２２，７２６

そ の 他 支 出 １１，４５３，８９０ ５０，４３８，５８０ ２３９，５０５ ８０３，０９９ １，３９０，５８６ ２１，２６６ ７３，７１９ １４，９７８

次 年 度 支 払 準 備 金 １，９１５，４１５

次年度繰越長期給付積立金

貸 倒 損 失 ３２８

前 期 損 益 修 正 損 ２９ １，６０５ ２３ ２６

固 定 資 産 除 去 損 １３８

計 ２７，７９５，２３３ ５０，４３８，５８０ １，０９２，３７６ ６２０，５７１ １，２９２，１６８ ２，３１１，７２９ ５７８，０８３ ９４４，３４８ ４７９，９４２

差引当期利益（損失）金
１３４，４８８

０ ０ △ １６，５４１ △ ５８，３６１ １９８，３２７ ４６３，６９０ △ １０，２５９ ５３５
１１，２２５

※短期の差引当期利益（損失）金欄は上欄は短期分、下欄は介護に係る差引当期利益（損失）金です。

� 貸借対照表の要旨
（単位：千円）

区 分 短 期 長 期 預託金管理 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 物 資

（資 産）

流 動 資 産 ３，４３６，１０３ ２，７８３，４０４ １５，９６５，３７２ ６９２，２７３ ８８４，５５８ ２，４９９，３０９ ２，４７６，９６５ ３９９，８８２ ６８９，７３２

固 定 資 産 ４１，８４２，４３４ ２，１７５ ３１５ ４，３９４，７７７ ６０，４４６，３３３ ３２，２９７，５２９

計 ３，４３６，１０３ ２，７８３，４０４ ５７，８０７，８０６ ６９４，４４８ ８８４，８７４ ６，８９４，０８６ ６２，９２３，２９８ ３２，６９７，４１２ ６８９，７３２

（負 債）

流 動 負 債 １，１２９，４４６ ２，７８３，４０４ ３，４２２ ９０，５４４ １３５，４２９ ５８，０２６，９７６ ２５，９３２ ４８，３３６

固 定 負 債 １，９１５，４１５ ５７，８０７，８０６ ４４６，１３１ ４８，９５７ １，５４４，２８５ １０２，６２８ ３１，９７９，４５４ ７４，５８９

剰 余 金 又 は 欠 損 金 ３９１，２４２ ２４４，８９５ ７４５，３７３ ５，２１４，３７２ ４，７９３，６９５ ６９２，０２６ ５６６，８０７
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計 ３，４３６，１０３ ２，７８３，４０４ ５７，８０７，８０６ ６９４，４４８ ８８４，８７４ ６，８９４，０８６ ６２，９２３，２９８ ３２，６９７，４１２ ６８９，７３２

北 海 道 都 市 職 員 共 済 組 合 公 告
北海道都市職員共済組合定款第４４条の規定に基づき、平成２０年度決算の要旨を公告する。
平成２１年６月８日

北海道都市職員共済組合理事長 山 田 勝 麿

１ 組合に属する地方公務員等

市 一部事務組合等 合 計

１２ ９ ２１

２ 組合員数及び給料月額は、次のとおりである。

組 合 員 の 種 別 一 般 組 合 員 市 長 組 合 員 特 定 消 防 組 合 員 長期・継続長期組合員 任 意 継 続 組 合 員 合 計

組 合 員 数（人） １４，９６９ １２ １，９４９ ３ ４８０ １７，４１３

給 料 月 額（百万円）
長 期 ４，９６７ ７ ６２７ １ ５，６０２

短 期 ５，００３ １０ ６２７ １５３ ５，７９３

１人当たり給料月額（円）
長 期 ３３１，８１５ ５８９，９１７ ３２１，８１５ ２８７，５０２ ３３０，８３９

短 期 ３３４，２５４ ７９４，７５８ ３２１，８１５ ３１９，９２８ ３３２，７８４

３ 組合職員の数は、次のとおりである。
（単位：人）

経 理 単 位 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 計

人 員 ２０ ７ ２７ ８ ６ ６８

４ 各経理単位別収支状況は、次のとおりである。
� 損益計算書の要旨

（単位：千円）

区 分 短 期 長 期 預託金管理 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 財 形

（収 入）

負 担 金 ５，０３７，２０２ １４，３４８，０７０ １４４，２７３ ３２０，９００

掛 金 ４，７７６，４２９ ７，９６７，２１５ ３２０，８１９

施設収入・商品売上 ７１１，３１６

連 合 会 交 付 金 ７２，９７９ ３２，３０５

利 息 及 び 配 当 金 １，８０２ ５９８，０６０ ２８，９８３ ２６，３４４ ２３４，４６５ ８１２，５１４ ２７，２７１ ３４

そ の 他 収 入 ７９０，２４０ ７５２ ５，３２３ ３３，０５８ ３６６，３８７

他 経 理 か ら 繰 入 金 ２６，６６９ １２０，０００

前 年 度 支 払 準 備 金 ８２７，２１９
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計 １１，４３２，８９２ ２２，３１５，２８５ ５９８，０６０ ２７３，６５６ ６７３，３８６ １，０９８，８３９ ８１２，５１４ ４２５，９６３ ３４

（支 出）

給 付 金 ５，０８６，２３０

役 職 員 給 与 １５０，０８５ ６１，５２０ １９８，５４９ ７７，０８０ ４７，３１８

旅 費 ・ 事 務 費 ２３，３６４ ８９５ ２，５８５ ４，７８６ ５７６

商 品 仕 入 ２２，９６４

飲 食 材 料 費 １４１，７５９

委 託 費 ４６ ３，９８３ １６４，４５４ ４，００５

支 払 利 息 ５９８，０６０ ２２，６０５ ４２０，６０２ ３３１，３５６

連 合 会 払 込 金 １４５，６７３ ３６，４０３

老 人 保 健 拠 出 金 ７５，２６９

退 職 者 給 付 拠 出 金 ７７６，０２１

前 期 高 齢 者 納 付 金 １，９４８，０４１

後 期 高 齢 者 支 援 金 １，４５３，４０７

病 床 転 換 支 援 金 ９４３

介 護 納 付 金 ７５５，２７８

負 担 金 払 込 金 １４，３４８，０７０

掛 金 払 込 金 ７，９６７，２１５

事務費負担金払込金 ６４，０８０

他 経 理 へ 繰 入 金 ２６，６６９ １２０，０００

そ の 他 の 支 出 ４２９，３３６ ４０，４３４ ４１２，６４９ ５７５，５６９ ３７，０４５ ４４，６３９

次 年 度 支 払 準 備 金 ８０２，５２５

計 １１，４９９，３９２ ２２，３１５，２８５ ５９８，０６０ ２７８，００９ ５９９，０４７ １，１２８，４８５ ５４３，５１８ ４６０，２９２ ０

差 引 当 期 利 益 金 △ ６６，５００ ０ ０ △ ４，３５３ ７４，３３９ △ ２９，６４６ ２６８，９９６ △ ３４，３２９ ３４

� 貸借対照表の要旨
（単位：千円）

区 分 短 期 長 期 預託金管理 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 財 形

（資 産）

流 動 資 産 １，２２１，５０２ １，１８２，８６４ ８，０４６，３０４ ４８９，４１２ ３５９，９３１ １，３４８，１８６ ３，２９４，７６２ ２７９，１３１ ９，８３８
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固 定 資 産 ２４，９２４，７３７ ４２８，６０６ ２，３８４，９８０ ３０，６３８，５２７ １３，４６６，９０７

欠 損 金

計 １，２２１，５０２ １，１８２，８６４ ３２，９７１，０４１ ９１８，０１８ ３５９，９３１ ３，７３３，１６６ ３３，９３３，２８９ １３，７４６，０３８ ９，８３８

（負 債）

流 動 負 債 ４７４，８５４ １，１８２，８６４ ６，７９２ １８，９６３ ４９，６０６ ３０，８２０，０５８ ５７５

固 定 負 債 ８０２，５２５ ３２，９７１，０４１ ２０４，００７ １５０，８８２ ５８３，１１８ ２２，５３７ １３，６３１，３６７

剰 余 金 △ ５５，８７７ ７０７，２１９ １９０，０８６ ３，１００，４４２ ３，０９０，６９４ １１４，０９６ ９，８３８

計 １，２２１，５０２ １，１８２，８６４ ３２，９７１，０４１ ９１８，０１８ ３５９，９３１ ３，７３３，１６６ ３３，９３３，２８９ １３，７４６，０３８ ９，８３８

道教育庁網走教育局告示

北海道教育庁網走教育局告示第２０号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２１年６月２３日

北海道教育庁網走教育局長 森 徳 男
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量（１月当たりの単価）
ア パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 ６４台（高等学校普通科用）
イ パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 ３３台（高等学校職業科用）

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び要求仕様書による。
	 契 約 期 間
ア 平成２１年９月１日から平成２７年８月３１日まで。ただし、予算の範囲内で当該契約期
間を変更することがあり得る。
イ 平成２１年９月１日から平成２６年８月３１日まで。ただし、予算の範囲内で当該契約期
間を変更することがあり得る。

 納 入 期 限 平成２１年９月１日（火）
� 納 入 場 所
ア 北海道佐呂間高等学校（３９台）、北海道滝上高等学校（２５台）
イ 北海道美幌農業高等学校（３３台）

２ 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当すること。
� 平成２１年北海道告示８号に規定する物品の賃貸借の資格を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
	 当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。

 当該調達物品に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明した者で
あること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の	及びに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２１年６月２３日から同年７月８日まで（日曜日及び土曜日

を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号０９３－８６１９ 網走市北７条西３丁目

北海道教育庁網走教育局企画総務課
� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道教育庁網走教育局企画総務課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 網走市北７条西３丁目 北海道網走総合庁舎３階３号会議室
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（送付による場合は、郵便番号０９３－８６１９ 網走市北７条西３
丁目 北海道教育庁網走教育局企画総務課）

� 入 札 日 時
ア 平成２１年８月３日（月） 午前１０時
イ 平成２１年８月３日（月） 午前１１時
（ア、イともに送付による場合は、平成２１年７月３１日（金）までに必着のこと。）

	 開 札 場 所 �に同じ。
 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

７ 一連の調達契約に関する事項
この契約による調達後において調達が予定される物品等の名称、数量及びその入札の広
告予定時期
� 名 称 及 び 数 量 パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 １１６台
� 予 定 時 期 平成２１年１０月ころ
８ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量１５０グラムに見
合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、電子メール送信による交付を希望する場合は、契約に
関する事務を担当する組織に電子メールで申し込むこと。
（メールアドレス：kudou.hitomi@pref.hokkaido.lg.jp）

９ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
北海道財務規則（昭和４５年北海道規則第３０号）第１５１条第１項の規定により定めた予定
価格（１月当たりの単価）の制限の範囲内で最低の価格（１月当たりの単価）をもって入
札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。

１０ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、、�から�まで及び�から�までによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道教育庁網走教育局企画総務課

� 所 在 地 郵便番号０９３－８６１９ 網走市北７条西３丁目
電話番号０１５２－４１－０７５０

１１ Summary

Ａ．Nature and quantity of the products to be procured :

ａ Personal Computer 64 1 set

ｂ Personal Computer 33 1 set

Ｂ．Bid tendering date and time :

ａ 10 : 00 A.M. August 3, 2009

ｂ 11 : 00 A.M. August 3, 2009

(If mailed, bids must arrive no later than July 31.)

Ｃ．Contact point of notice : Accounting Division, General Affairs Department, Abashiri District

Bureau of Education, Hokkaido Office of Education Nishi 3, Kita 7, Abashiri, Hokkaido,

093-8619, Japan

Phone : 0152-41-0750
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毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額３，１９０円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社
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